
耕作放棄地再生事業をご活用ください耕作放棄地再生事業をご活用ください耕作放棄地再生事業をご活用ください耕作放棄地再生事業をご活用ください!!!!

農林振興事務所

ほか関係機関・団体

④施行承諾書

地域の担い手等へ
○認定農業者
○集落営農組織
○新規就農者
○NPO法人 等

整備後の農地

農地の

集積等

～事業のポイント～～事業のポイント～～事業のポイント～～事業のポイント～

１．対象農地は、再生後に、地域の担い手１．対象農地は、再生後に、地域の担い手１．対象農地は、再生後に、地域の担い手１．対象農地は、再生後に、地域の担い手等等等等により農地として活用が見込まれる耕作放棄地です。により農地として活用が見込まれる耕作放棄地です。により農地として活用が見込まれる耕作放棄地です。により農地として活用が見込まれる耕作放棄地です。

ただし、県の耕作放棄地再生利用交付金で再生作業等を実施する耕作放棄地は対象外。ただし、県の耕作放棄地再生利用交付金で再生作業等を実施する耕作放棄地は対象外。ただし、県の耕作放棄地再生利用交付金で再生作業等を実施する耕作放棄地は対象外。ただし、県の耕作放棄地再生利用交付金で再生作業等を実施する耕作放棄地は対象外。

２．草刈機やトラクターを使った簡易な再生作業です。作業時期は、２．草刈機やトラクターを使った簡易な再生作業です。作業時期は、２．草刈機やトラクターを使った簡易な再生作業です。作業時期は、２．草刈機やトラクターを使った簡易な再生作業です。作業時期は、12121212月～月～月～月～3333月です。月です。月です。月です。

３．市町村又は農業委員会を通じて申し込んでください。３．市町村又は農業委員会を通じて申し込んでください。３．市町村又は農業委員会を通じて申し込んでください。３．市町村又は農業委員会を通じて申し込んでください。

簡易な再生作業を実施簡易な再生作業を実施簡易な再生作業を実施簡易な再生作業を実施

（（（（12121212～～～～3333月、無償）月、無償）月、無償）月、無償）

草刈＋耕うん(ﾄﾗｸﾀ)

（公財）なら担い手･農地サポートセンター

お問合せ先
（公財）なら担い手･農地

サポートセンター
橿原市畝傍町53番地

TEL 0744-21-5020
FAX 0744-29-8125

まずはまずはまずはまずは

ご一報を！ご一報を！ご一報を！ご一報を！

なら担い手･農地
サポートセンター

所有者

� 市 町 村

�農業委員会

連携

連携

担い手等

③
申請・協議

①
相談・調整

②
相談・調整

耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地


